
中山間地域チャレンジ支援事業実施要領 

 

第１ 趣 旨 

この要領は、富山県補助金等交付規則第 21 条及び中山間地域チャレンジ支援事業費補

助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第 10条の規定に基づき、地域運営組織、自治組織、

集落団体、法人、その他団体等が提案する中山間地域の活性化活動に向けた試行の事業

（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 事業の要件等 

１ 対象となる事業 

団体等が実施する事業は、次の各号に規定する活動項目のうち１つ以上を目的とする。な

お、交付要綱第２条に定めるステップアップ支援の先進的な取り組みは、複数（３つ以上）の

活動項目に係る取り組み、かつ広域的な取り組みや多様な主体と連携した取り組みを対象と

する。 

（活動項目） 

(1) 新商品開発、加工、販路開拓 

(2) 生活支援サービス 

(3) 伝統文化の継承 

(4) 定住促進の支援 

(5) 農業生産活動の支援 

(6) 農業参入者の促進 

(7) デジタル技術活用等による地域の課題解決の取組 

(8) その他知事が認める地域活性化に資する取組 

 

２ 事業の要件 

次の各号に規定する要件を全て満たす事業とする。 

(1)営利を目的としない事業であること。 

(2)国及び県等から補助または委託を受けていないこと。 

(3)政治活動又は宗教活動を目的とした事業ではないこと。 

(4)自ら提案した事業が実施可能であること。 

(5)すでに実施している事業でないこと。 

 

附 則 

この要領は、平成 23年４月 18日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 31年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 



この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 


